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主要国の就労状況と家族政策の国際比較   



女性の労働力率の国際比較（2005年）  
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資料‥平成17年国勢調査（総務省）、TheEuropeanUnionLabourForceSurvey（Eurostat）1   
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これまでの女性の労働力率の変化（全体と配偶関係別）  

未婚女性と有配偶女性  女性全体  
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（資料）総務省「労働力調査」2   
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女性の婚姻状態別の労働力率の国際比較（2005年）  
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女性の婚姻状態別の労働力率の国際比較（2005年）  

有配偶（married）  
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資料：平成17年国勢調査（総務省）、TheEuropeanUnionLabourForceSurvey（Eurostat）4   



女性の婚姻状態別の労働力率わ国際比較（2005年）  
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女性の婚姻状態別の労働力率の国際比較（2005年）  
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労働者の労働時間の国際比較  

年間平均労働時間  
過労働時間50時間以上  

（2005）  
の労働者の割合  

（2000）   

スウェーデン   1，587時間   1．9％   

フランス   1，535時間   5．7％   

ドイツ   1，435時間   5．3％   

イギリス   1，672時間   15．5％   

アメリカ   1，804時間   20．0％   

日 本   1，775時間   28．1％   

資料：年間平均労働時間‥Databa＄eOnLabourForceStatistics（OECD）  
過労働時間50時間以上の労働者の割合・・Workingtimeandworker’spreferencesinindustria‖zedcountries：Findingthebalance2004（ILO）  
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子育て世代の就業者の週の通常の労働時間（2005）  
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田1～34時間  臼35－39時間  田40時間～  日1～34時間  囚35～39時間  ロ40時間～  

資料：DatabaseonLabourForceStatistics（OECD）  
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子育て世代の就業者の週の通常の労働時間（2005）  
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資料：DatabaseonLabourForceStatistics（OECD）  
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子育て世代の就業者の週の通常の労働時間（2005）  
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資料：DatabaseonLabourForceStatistic＄（OECD）  

10   



フランスおよびドイツの家族政策等の比較（未定稿）  2。。7．4  

フランス（皇．項2¢煎年鉦   ドイツ（1．さ4（鱒申年））   

社会的背景   ○家族支援を是とする国民的な支持   ○子育ては家族でという根強い社会規範   

家族政策の特  ○出産・子育てと就労に関して幅広し＼適択ができ  ○家族負担の調整と出産・育児休業を軸にした家  

徴  

るような環境整備   族政策の展開  

※近年、子育てと就業の両立に向け七急速な  

施策展開   

家族給付制度   ○手厚くきめ細かい家族給付制度   ○手厚い現金給付制度  
［家族手当］   ［児童手当］  

・第2子以降、20歳未満を対象   ・第1子から、18歳未満（学生は27歳未満）を対象  

・第2子月約1．8万円、第3子以降月約2．3万円   ・第1～3子月約2．3万円、第4子以降月約2．7万円  

・11歳以上の児童には加算有り   ・所得制限なし（ただし、高所得者で児童扶養控除制  

・所得制限なし   度の適用が有利になる場合は、控除制度が適用。  

・この他、低所得者に対する家族補足手当や一人親   一旦児童手当が支給された後に申告時に精算され  

家庭への一人親手当等各種手当が給付   る。）   

保育サービス   ［3歳未満］   ［3歳禾満］  

○集団託児所や認定保育ママなど各種の保育   ○時に旧西ドイツ地域において保育サービスが不  

サービスが充実、3歳未満児の約半数が利用   十分であり、う歳東満児の保育サ⊥ビス利用は1  

○認定保育ママの利用に対する保育費用補助な  割兼帯  
ど、家族給付制度が財源的にも保育を支えて   ［3歳末病児の保育サービス利用割合コ（2006年）  

いる   
■ドイツ全土1声 

［3歳未満児に対する保育の定員割合］（2004年）  （旧琴ドイツ地域7t8％、、旧東ドイツ地域39％）  

く200～年  2．8％  37％〉  

・家庭保育所  42％   20p5年よりこ嘩育準備法が施行され、連邦政府は保  

・認定保育ママ   ■集団託児所（一時保育所含む）11％                    3％．       29％  膚施設整備費用を百治体一手補助ト、家庭的保育を含  
め七201P年までに3歳未満児に対する保育の整備軌  

このほか2歳児の25％が幼稚園に早期入学  合を20％に引き上げることを目標に保育の整備に積極  

→半数近くが保育サービスを利用   的に取り組んでいる。   

（注）『フランスとドイツの家庭生活調査』（内閣府経済社会総合研究所編、2005年）をもとに、一部情報を補足して作成したコ1   



フランネ（裏廟煎＊年汀 やイ豆（1適ヰ（≠？雨季））   

保育サービス   ［3歳ん就学前］ ［3轟ヰ勧学前］  

由3歳以上の子どもの幼稚部保育学焼豆ゆ就   0き歳瘍土6歳未満の幼児すべてに幼稚園  

渾を保障   人面め准利を保嘩  
りまぼ100％が幼稚園I；誤字   「90％近くが幼稚画に就学  

J全日制（寧：30～16：30）で給食糾。課外の託児を引   ■旧轟ドィゥ地域¢幼稚園のヰ数以上は午前又は午  

き受ける施設も多い。   後の保育で給食なし。   

育児休業制度   03歳まで。全日の休暇又は労働時間の短縮の   03歳まで。両親の同時取得や分割取得可  
どちらかを選択可。   ○休暇中の者を含む非就業者は、育児手当が生  

○休暇中は原則無給だが、「乳幼児迎え入れ手  後24か月まで月額約4．5万円支給（支給期間を  
当」から第1子は6か月（2004年以降）、第2子以降  12か月に短縮する場合は月額6，7万円支給）  

当と合わせて、完全休業の場合、月約7．9万円  は3歳まで賃金補助（3歳まで支給される基礎手  が支給）。  
教育制度   

○全日制が多い。   Q学校の大多数が半日制で、給食サービスもな  
し†場合が嘩とんど云  

○学童保育の対象年齢児童に対する定員割合も  
1ヰ3％（2002年）と高くない。   

子育て世代の  ○最多層は週35時間（男女とも）   ○最多層は週40時間  

○半数以上の女性が18時に帰宅、男性も19時   ○終日の育児休業を取得する女性が大多数であ  

前に帰宅   り、育休後も、50％程度の勤務時間で働く女性   

○嘩育サ十ギス等において様々な琴卿支があ尋  が圧倒的に多い   
行われた「ドイツ・フラン  

た吟、全日の育児休業を取鋳せず、労働時針  
ス家族・家庭生活調査」  

短縮又峰フルタイムで後顧す馬女性も多し＼  （ハンブルグ、ミュンヘン、  

パリ、リヨン在住の35～44  

歳のパートナーのいる男  

女を対象）による分析  働き方                2004．12～2005．1にかけて  12  



子育て世代の女性の労働力率と  
認可保育サービス利用割合（3歳未満児）  

日本   フランス   スウェーデン   ドイツ   

女性労働力率（2005）  

25～29歳   71．6％   78．4％   83．2％   73．5％  

30～34歳   61．6％   78．9％   84．6％   74．4％  

35～39歳   62．3％   81．4％   88．1％   78．7％  

（うち有                                   己偶）  

25～29歳   48．4％   72．4％   78．8％   58．7％  

30～34歳   48．1％   74．6％   83．1％   64．8％  

35～39歳   54．5％   78．9％   88．6％   73．3％   

3歳未満児のうち認  20％（2006）   42％（2004）   44％（2004）   14％（2006）  

集団託児所11％   0歳児 0％  

可された保育サービ スを利用する者の割 A 臼  

旧西独8％ 旧東独39％  

就学前保育施設   
保育所 

12％ 保育ママ2％  

（資料）〈労働力率〉総務省統計局：国勢調査（日本）Eurostat：TheEuropeanUnionLabourForceSurvey（フランス、スウェーデン、ドイツ）  

〈保育サービス利用割合〉厚生労働省：福祉行政報告例（日本）Drees：L’accueiIco‖ectifetencr畠chefaamilia［edesenfantsdemoinsde6ansen  

2004（フランス）StatisticsSweden：StatisticaIYearbookofSweden2006（スウェーデン）StatistischesBundesamt：PressemitteiJungvoml．  

M畠rz2007“285000Kinderunter3JahreninTagesbetreuung”（ドイツ）  13   




